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答

弁

第

二

九

号 
 

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
公
有
水
面
埋
め
立
て
の
問
題
点
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

 

内
閣
衆
質
一
〇
七
第
二
九
号 

昭
和
六
十
二
年
一
月
十
六
日 

 

衆

議

院

議

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理 

 

国

務

大

臣   

金 

丸 
 

信 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
公
有
水
面
埋
め
立
て
の
問
題
点
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

公
有
水
面
埋
立
法(
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
に
い
う
地
元
市
町
村
長
は
、
そ
の
埋
立
区

域
に
係
る
市
町
村
の
長
を
指
し
、
埋
立
区
域
以
外
の
区
域
に
係
る
市
町
村
の
長
は
、
同
項
の
地
元
市
町
村
長
に

は
含
ま
な
い
と
解
し
て
い
る
。
な
お
、
同
項
の
地
元
市
町
村
長
か
ら
の
意
見
の
聴
取
と
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
境
界
の
確
定
と
は
、
法
律
上
直
接
の
か
か
わ
り
は
な 

い
。 昭

和
六
十
年
六
月
十
四
日
の
衆
議
院
環
境
委
員
会
に
お
け
る
運
輸
省
港
湾
局
管
理
課
長
の
答
弁
は
、
本
件
埋

立
区
域
に
関
し
右
の
公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ
き
意
見
を
聴
く
べ
き
地
元
市
町
村
長
に
つ
い
て
の
取
扱
い
を
説

明
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
市
町
村
の
境
界
の
確
定
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。 



四
に
つ
い
て 

五
及
び
八
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

予
備
管
に
つ
い
て
押
さ
え
盛
土
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
の
緊
急
投
び
よ
う
に
際
し
て
特
段
の
支
障
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
工
事
に
当
た
つ
て
は
水
質
監
視
を
行
い
、
環
境
保
全
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

押
さ
え
盛
土
に
つ
い
て
は
、
海
事
関
係
者
等
の
意
見
を
聴
き
、
安
全
性
、
航
路
閉
鎖
に
よ
る
影
響
等
を
総
合

的
に
勘
案
し
て
計
画
し
た
も
の
で
あ
る
。 

運
輸
省
第
五
港
湾
建
設
局
が
、
出
願
に
際
し
、
土
質
調
査
、
底
質
調
査
等
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
委
員
会
は
、
船
舶
の
航
行
安
全
上
最
適
な
排
砂
管
ル
ー
ト
等
を
検
討
す
る
た
め
設
置
さ
れ
た
も
の 

四 

 



九
及
び
十
に
つ
い
て 

十
二
に
つ
い
て 

十
一
に
つ
い
て 

で
あ
る
。 

航
路
横
断
部
以
外
の
海
域
部
に
お
け
る
排
砂
管
は
、
全
延
長
に
わ
た
つ
て
海
底
地
盤
面
下
に
沈
設
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
な
お
、
排
砂
管
ル
ー
ト
は
事
前
に
び
よ
う
泊
船
舶
の
実
態
を
調
査
し
、
前
記
委
員
会
の
検
討
結

果
を
基
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
水
島
港
の
事
例
は
、
我
が
国
初
の
Ｌ
Ｐ
Ｇ
海
底
配
管
で
あ
つ
た
こ
と
等
の
た
め
そ
の
安
全
性
に
特

に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
工
事
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
工
事
は
し
ゆ
ん
せ
つ
土
砂
の

排
砂
管
設
置
工
事
で
あ
り
、
落
錘
実
験
は
計
画
し
て
い
な
い
。 

本
件
工
事
に
よ
り
関
係
者
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
工
事
施
行
者
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。 

五 

 



 

六 
十
三
に
つ
い
て 

一
般
論
と
し
て
は
、
国
の
営
造
物
で
あ
る
排
砂
管
に
つ
い
て
、
そ
の
設
置
又
は
管
理
に
鍛
疵
が
あ
り
、
こ
れ

に
よ
り
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
国
が
そ
の
損
害
に
つ
い
て
賠
償
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




